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はじめに 

  

２１世紀は「人権の世紀」と言われており、国内外において人権尊重社会の実現に向けた

様々な取り組みが行われています。人権は、一人ひとりが生まれながらに持っている基本的

な権利で、憲法により保障されておりますが、その権利を保ち続けるためには、互いの人権

を尊重することの大切さを理解することが必要です。 

本町では、平成２４年（２０１２年）に「人権教育・啓発の推進に関する玉村町基本計画」

を策定し、すべての人が互いに人権を尊重しあい、その結果、自由と平等が保障され、不当

に差別されることがない社会の実現を目指して、人権教育・人権啓発に取り組んできました。 

また、教育現場においても、目指す子供像として「確かな学力を身に付け、心豊かにたく

ましく生きぬく子供」、目指す人間像として「学ぶ喜びを味わい自己を磨き豊かに生きよう

とする人」を掲げ、互いを認め合い、共に生きる共生社会を担っていく人間を育成するため、

学校教育・社会教育を推進してきました。 

しかしながら、依然として私たちの周りでは、部落差別（同和問題）をはじめ、女性や子

ども、高齢者、障がい者などに対する暴力や虐待、差別など、様々な人権問題が存在してい

ます。 

また、社会状況の急速な変化に伴って、インターネットによる誹謗中傷やＬＧＢＴＱなど

の性的少数者に対する偏見、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って起きた差別や特定の

人種・民族の人々を排斥するヘイトスピーチなど、新たな課題も発生し、人権問題は多様化

し、深刻さを増している状況です。 

本町においても、こうした状況に対応し、今後さらなる効果的な施策の推進を図るため、

計画の見直しを行い、この度「第２次人権教育・啓発の推進に関する玉村町基本計画」を策

定しました。 

これからも一人ひとりの人権が尊重され、差別や偏見のない、人に優しく明るいまちづく

りを推進してまいります。また、そのためには住民一人ひとりが人権問題を自分の問題とし

て捉え、行政、地域、職場、家庭、学校などが協働して取り組んでいくことが必要となりま

すので、本基本計画の趣旨をご理解いただき、今後とも皆様の一層のご支援とご協力をお願

い申し上げます。 

  

令和５年３月 

  玉村町長 石 川 眞 男  
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